
令和８年度　滋賀県立能登川高等学校夜間学校給食調理加工・配送業務仕様書


１　業務内容 
受託者は、献立の作成、主食および副食の調理加工、滋賀県立能登川高等学校（以下「学校」という。）への配送、食器類および食缶等の引取・洗浄・消毒・保管、残渣等の引取・処分ならびにこれらに関連する業務を行う。

２　食品関係営業許可
受託者は、食品関係営業許可証の写しを学校に提出するものとする。

３  給食実施日 
給食実施日は、業務委託期間のうち学校が指定する日とし、学校はおおむね１ヶ月前までに受託者に連絡するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情等により学校が緊急に給食を中止する場合、学校は速やかに受託者に連絡するものとする。

４　食数の通知
学校は、１ヶ月分の食数をその初日の10日前までに受託者に通知するものとする。

５　食器類および食缶等 
食器類および食缶等は学校で用意するものとし、調理機械、器具、設備、車両、消耗品およびその他の当該業務に必要な物は受託者の負担において備えるものとする。
 
６　食材料
食材料は受託者が用意するものとし、その費用は学校に別途請求するものとする。

７　食器類および食缶等の管理 
受託者は、学校が貸与した食器類および食缶等を保管するとともに、各学期に１回、数量および汚損の有無について確認し、学校に報告するものとする。なお、年度始めおよび長期休業明けにあたっては、食器類および食缶等を洗浄、消毒し、給食開始に備えるものとする。

８　調理加工および配缶
（１）受託者は、給食実施日当日に調理加工し、４の規定に基づき学校が通知した食数に従い、配館するものとする。
（２）受託者は、夜間学校給食実施基準（文部科学省告示第62号）第３条に定める栄養内容の基準を可能な限り参考に献立を作成し、調理加工を行うものとする。
（３）受託者は、前項の献立１ヶ月分を表にまとめ、その初日の10日前までに学校に提出するものとする。


９　配送
（１）受託者は、調理加工完了後速やかに当日使用する食器類とともに給食を配送するものとし、必要に応じて保冷または保温の措置を講じるものとする。
（２）受託者は、配送作業にあたって交通法規を遵守し、交通事故を起こさないよう従事者を指導監督するものとする。

10　搬入時刻 
学校への給食の搬入時刻は、原則16時00分から16時30分までの間とするが、学校行事等の都合により前後１時間の範囲で、搬入時刻を変更することがある。その場合、学校は、変更する10日前までに受託者に通知するものとする。 
また、受託者は、食材料に異常を認めた場合または調理機器の故障または交通事情等により業務が遅れると想定された場合には、速やかに学校へ連絡し、学校の指示を受けるものとする。

11　給食の検食
学校は、搬入された給食について速やかに検食を行うものとする。

12　食器類および食缶等の引取ならびに残渣等の処分 
学校からの食器および食缶等の引取は、次の給食の搬入時までに行うものとする。また、給食から生じた残渣およびデザート等の容器類については、食器類および食缶等同様、次の給食の搬入時までに引き取り、受託者が適切に処分するものとする。

13　食器類および食缶等の洗浄・保管
受託者は、食器類および食缶等を洗浄、消毒、乾燥させた後、保管庫へ収納して衛生的に管理するものとする。

14　衛生管理 
（１）受託者は、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省　平成９年３月24日付け衛食第85号別添）の遵守に努めることとし、当該マニュアルに沿った点検・記録作業を行うものとする。
（２）受託者は、食品衛生法に基づき保健所の監視を受けた際には「食品衛生監視票」の交付を受けるとともに、学校にその写しを提出するものとする。

15　給食実施見込日数および１日あたりの給食見込数について
給食実施見込日数および１日あたりの給食見込数については、次のとおりであるが、生徒数の増減、気象条件および行事等の理由により年間を通じて変動することがある。
	給食実施見込日数
	
	123日

	１日あたりの給食見込数
	おおむね
	25食



